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ワンポイント

9 2021（令和3年）

内部事務のセンター化（集約処理）
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9月の税務と労務9月 （長月）SEPTEMBER
20日・敬老の日
23日・秋分の日 国　税／	8月分源泉所得税の納付	

	 9月10日
国　税／	7月決算法人の確定申告（法

人税・消費税等）	 9月30日

国　税／	1月決算法人の中間申告	
	 9月30日

国　税／	10月、1月、4月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合）	 9月30日

　一部の税務署を対象に申告書等の入力や審査、還付金の返還手
続、行政指導事務等の内部事務を国税局等に設置したセンターで
集約して処理する取組み。なお、センター化に伴い今年７月以降、
対象となる税務署管内の納税者が申告書等を書類で郵送する際の
送付先は担当するセンターとなるので注意が必要です。



9 月号─2

　

消
費
税
の
仕
入
税
額
控
除
の
方
式

と
し
て
複
数
税
率
に
対
応
し
た
適
格

請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス

制
度
）
が
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら

導
入
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
適
格
請
求

書
発
行
事
業
者
（
登
録
事
業
者
）
の

登
録
申
請
も
間
も
な
く
始
ま
る
こ
と

か
ら
、
制
度
導
入
に
向
け
準
備
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
ポ
イ
ン
ト
を

整
理
し
て
み
ま
す（
図
表
１
参
照
）。

１　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
概
要

　

適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ
ス
）
と

は
、
売
手
が
買
手
に
対
し
て
、
正
確

な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
等
を
伝
え

る
も
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
現
行

の
区
分
記
載
請
求
書
に
﹁
登
録
番

号
﹂、﹁
適
用
税
率
﹂
及
び
﹁
消
費
税

額
等
﹂
の
記
載
が
追
加
さ
れ
た
書
類

や
デ
ー
タ
が
該
当
し
ま
す
。

⑴
　
売
手
側

　

売
手
で
あ
る
登
録
事
業
者
は
、
買

手
の
取
引
相
手（
課
税
事
業
者
）か
ら

求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス

を
交
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
交
付
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
写
し

を
保
存
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑵
　
買
手
側

　

買
手
は
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を

受
け
る
た
め
に
、
原
則
と
し
て
、
取

引
相
手
で
あ
る
登
録
事
業
者
か
ら
交

付
を
受
け
た
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
存
等

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
買
手

が
自
ら
作
成
し
た
仕
入
明
細
書
等
の

う
ち
、
イ
ン
ボ
イ
ス
と
同
様
の
事
項

が
記
載
さ
れ
取
引
相
手
の
確
認
を
受

け
た
も
の
を
保
存
す
る
こ
と
で
、
仕

入
税
額
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

⑶
　
経
過
措
置

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後
の
六
年

間
（
令
和
五
年
十
月
か
ら
令
和
十
一

年
九
月
ま
で
）
は
、
免
税
事
業
者
等

か
ら
の
課
税
仕
入
れ
に
つ
い
て
、
仕

入
税
額
相
当
額
の
一
定
割
合
を
仕
入

税
額
と
み
な
し
て
控
除
す
る
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
経
過
措
置
に
よ
る
仕

入
税
額
控
除
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、

免
税
事
業
者
等
か
ら
受
領
す
る
区
分

記
載
請
求
書
等
と
同
様
の
事
項
が
記

載
さ
れ
た
請
求
書
等
の
保
存
と
、
こ

の
経
過
措
置
の
適
用
を
受
け
る
旨
を

記
載
し
た
帳
簿
の
保
存
が
必
要
で

す
。

　

こ
の
経
過
措
置
を
適
用
で
き
る
期

間
等
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八

年
九
月
三
十
日
ま
で
︙
仕
入
税
額

相
当
額
の
八
〇
％

・
令
和
八
年
十
月
一
日
か
ら
令
和

十
一
年
九
月
三
十
日
ま
で
︙
仕
入

税
額
相
当
額
の
五
〇
％

２　

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の

登
録
制
度
等

⑴
　
原
則

　

適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
の
登
録

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
課

税
事
業
者
に
限
ら
れ
ま
す
。
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
の
登
録
を
受
け
よ

う
と
す
る
事
業
者
は
、
納
税
地
を
所

轄
す
る
税
務
署
長
に
登
録
申
請
書
を

提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
登
録
申
請
書
は
制
度
開
始

の
二
年
前
と
な
る
令
和
三
年
十
月
一

日
か
ら
提
出
で
き
、
登
録
が
済
ん
だ

ら
書
面
に
よ
り
通
知
が
き
ま
す
。

　

ま
た
、
登
録
申
請
書
は
、
e

－

T

a
x
を
利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
も

で
き
、
こ
の
場
合
は
登
録
通
知
も
e

－

T
a
x
で
受
領
で
き
便
利
で
す
。

⑵
　
免
税
事
業
者

　

免
税
事
業
者
が
登
録
を
受
け
る
た

め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
消
費
税
課

税
事
業
者
選
択
届
出
書
を
提
出
し
、

課
税
事
業
者
と
な
る
必
要
が
あ
り
ま

す
が
、
登
録
日
が
令
和
五
年
十
月
一

日
の
属
す
る
課
税
期
間
中
で
あ
る
場

合
は
、
登
録
日
か
ら
課
税
事
業
者
と

な
る
経
過
措
置
が
あ
り
ま
す
。

⑶
　
登
録
の
任
意
性

　

登
録
を
受
け
る
か
ど
う
か
は
事
業

者
の
任
意
で
す
。
た
だ
し
、
登
録
を

受
け
な
け
れ
ば
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発

行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
取

引
先
が
仕
入
税
額
控
除
を
行
う
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。

⑷
　
登
録
番
号
の
構
成

①　

法
人
番
号
を
有
す
る
課
税
事
業

者
︙
T
＋
法
人
番
号（
一
三
桁
）

②　

①
以
外
の
課
税
事
業
者
（
個
人

事
業
者
、
人
格
の
な
い
社
団
等
）

︙
T
＋
指
定
さ
れ
た
数
字
一
三
桁

消費税
インボイス制度
令和３年10月１日から
登録申請書受付開始



3─9月号

３　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
様
式
等

⑴
　
様
式（
図
表
2
参
照
）

　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
様
式
は
、
法
令
等

で
定
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
イ
ン
ボ

イ
ス
と
し
て
必
要
な
次
の
事
項
が
記

載
さ
れ
た
書
類（
請
求
書
、
納
品
書
、

領
収
書
、
レ
シ
ー
ト
等
）
で
あ
れ
ば
、

そ
の
名
称
を
問
わ
ず
、
イ
ン
ボ
イ
ス

と
な
り
ま
す
。

①　

登
録
事
業
者
の
氏
名
又
は
名
称

及
び
登
録
番
号

②　

課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
行
っ
た

年
月
日

③　

課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
資

産
又
は
役
務
の
内
容
（
課
税
資
産

の
譲
渡
等
が
軽
減
対
象
資
産
の
譲

渡
等
で
あ
る
場
合
に
は
、
資
産
の

内
容
及
び
軽
減
対
象
資
産
の
譲
渡

等
で
あ
る
旨
）

④　

課
税
資
産
の
譲
渡
等
の
税
抜
価

額
又
は
税
込
価
額
を
税
率
ご
と
に

区
分
し
て
合
計
し
た
金
額
及
び
適

用
税
率

⑤　

税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消
費
税

額
等

⑥　

書
類
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

⑵
　
端
数
処
理

　

イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事
項
で
あ
る

消
費
税
額
等
に
つ
い
て
は
、
一
の
イ

ン
ボ
イ
ス
に
つ
き
、
税
率
ご
と
に
一

回
の
端
数
処
理
を
行
い
ま
す
。
な
お
、

切
上
げ
、
切
捨
て
、
四
捨
五
入
等
の

端
数
処
理
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
任

意
の
方
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

４　

そ
の
他

⑴
　
イ
ン
ボ
イ
ス
等
の
誤
り

　

登
録
事
業
者
は
、
交
付
し
た
イ
ン

ボ
イ
ス
等
に
誤
り
が
あ
る
場
合
は
、

修
正
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
等
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

修
正
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス
等
の
交
付

方
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
①

又
は
②
の
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
こ

と
も
可
能
で
す
。

①　

誤
り
が
あ
っ
た
事
項
を
訂
正
の

上
、
改
め
て
記
載
事
項
の
全
て
を

記
載
し
た
書
類
を
交
付
す
る
方
法

②　

当
初
に
交
付
し
た
イ
ン
ボ
イ
ス

等
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
、
修
正
し
た
事
項
を
明
示

し
た
書
類
等
を
交
付
す
る
方
法

⑵
　
適
格
返
還
請
求
書

　

登
録
事
業
者
は
、
課
税
事
業
者
に

返
品
や
値
引
き
等
の
売
上
に
係
る
対

価
の
返
還
を
行
う
場
合
に
は
、
適
格

返
還
請
求
書
の
交
付
義
務
が
あ
り
ま

す
。

令和 5年 10月 1日から登録を受けるためには、原則として、
令和 5年 3月 31日までに登録申請書を提出する必要があります。

登録申請書は、
令和 3年 10月 1日
から提出が可能です。

登録申請書の受付開始 インボイス制度の導入

令和 3年 10月 1日 令和 5年 3月 31日 令和 5年 10月 1日

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書（登録申請書）」の提出が必要です。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。
※　登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T＋法人番号」、それ以外の事業者の方は「T＋13桁の数
字（新たな固有の番号）」が登録番号となります。

●制度導入までのスケジュール 図表１

〈インボイス〉　令和５年 10月～

【記載事項】
①請求書発行事業者の
　氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容（軽減税率の
対象品目である旨）
④税率ごとに区分して
　合計した対価の額
⑤書類の交付を受ける事
業者の氏名又は名称

【記載事項】
区分記載請求書に以下の
事項が追加されたもの

①登録番号《課税事業者
のみ登録可》

②適用税率
③税率ごとに区分した
　消費税額等

請求書
○○㈱御中
 ㈱△△
●年■月分
　
　■月▲日　割りばし 550 円
　■月▲日　牛　肉 ※ 5,400 円

：
　　　　　　合　計 43,600 円
 （10％対象　22,000 円）
 （８％対象　21,600 円）
※は軽減税率対象

請求書
○○㈱御中
 ㈱△△（Ｔ1234…）
●年■月分

　■月▲日　割りばし 550 円
　■月▲日　牛　肉 ※5,400 円

：
　　　　　　合　計 43,600 円
10％対象 22,000円 内税 2,000円
８％対象 21,600円 内税 1,600円
※は軽減税率対象

●現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較 図表２

〈区分記載請求書（現行）〉　～令和５年９月

（国税庁資料）

（国税庁資料）
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　夫婦間で子供をどちらの扶養親族とする
（所属とする）かは、それぞれが提出する
その年分の「確定申告書（期限後申告を含
みます。）」や「給与所得者の扶養控除等申
告書」、「従たる給与についての扶養控除等
申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養
親族等申告書」等（以下、「申告書等」）に記
載されたところによります。
　また、いったんその申告書等により所属
が定められた後でも、改めてその所属の異
なる記載をした申告書等を、扶養親族を増
減させようとする者全員が提出することに
より所属の変更は可能です。
　しかし、この場合の申告書等には「修正
申告書」及び「更正の請求書」は含まれてい
ませんので、たとえば夫が子を扶養親族と
して年末調整を行い、妻が扶養親族を記載
せずに確定申告書を提出している場合は、
その後、妻が子を扶養親族にするために「更
正の請求書」を提出したとしても、所属の
変更は認められません。

扶養控除の所属の変更

　
私
は
平
成
十
年
に
伯
父
と

養
子
縁
組
を
し
ま
し
た
。
ま

た
、
私
に
は
平
成
八
年
に
生
ま
れ
た

子
A
と
同
十
一
年
に
生
ま
れ
た
子
B

が
い
ま
す
が
、
伯
父
か
ら
の
贈
与
に

つ
き
そ
れ
ぞ
れ
相
続
時
精
算
課
税
の

特
例
の
適
用
は
受
け
ら
れ
ま
す
か
。

　
養
子
縁
組
に
よ
り
親
族
関

係
が
生
ず
る
の
は
養
子
縁
組

の
日
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
養

子
縁
組
前
に
生
ま
れ
た
子
A
と
伯
父

と
の
間
に
は
親
族
関
係
が
生
じ
ず
伯

父
の
孫
に
は
な
ら
ず
、
相
続
時
精
算

課
税
の
特
例
の
適
用
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
子
B
は
養

子
縁
組
後
に
親
族
関
係
と
な
っ
た
後

で
生
ま
れ
て
い
る
た
め
、
伯
父
の
孫

に
な
り
ま
す
の
で
、
他
の
要
件
を
満

た
せ
ば
、
相
続
時
精
算
課
税
の
特
例

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、
養
子
縁
組
し
た
時
点
で
子

B
が
胎
児
で
あ
り
、
そ
の
後
出
生
し

た
場
合
も
、
伯
父
の
孫
と
し
て
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

養
子
縁
組
と
相
続
時
精
算
課
税

QA

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）
	 ⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 ⑴　税務代理、税務申告書の作成、税務相談
	 ⑵　タックスプランニング、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援	 ⑴　会社設立、各種規程（就業規則等）の作成
	 ⑵　管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先　弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、
	 不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社、建設会社、保険会社は多数あり。

※　資格者	　税理士 5名（顧問含む）、社会保険労務士 1名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 5名、不動産コンサルタント 1名、CFP 3 名、AFP 7 名、FP技能士
6名、生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
　星野顧問

①財務支援 水落大介
（AFP）

―
　
飯島寿枝

（科目合格者・FP）
―
　
内田祐輝

　

②　 〃 　 廣井里美
（AFP）

―
　
鈴木千尋

　
―
　
篠崎理沙
（FP）

―
　
牛山直子

　

③　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

―
　
辻　　綾
（FP）

―
　
松本由紀

　

第２監査班
柴崎コーチ

①経営支援 中村大祐
（科目合格者）

―
　
北村実喜
（科目合格者）

―
　
元橋曉潔
（AFP）

―
　

②　 〃 　 木村隆志
（科目合格者）

―
　
山田直緒子
（AFP）

―
　
會田将志

　
―
　

第３監査班
　神田顧問

①資産税　 大田　靖
（国税OB）

―
　
平野朋子
（AFP）

②　〃　　 月岡直樹
（税理士）

―
　
石津　悟
（CFP・宅建）


